
議員提出議案第２号

渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例

上記議案を別紙のとおり渋川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出します。

令和６年３月６日

渋川市議会議長 安 カ 川 信 之 様

提出者 渋川市議会議員 埴 田 裕 之

同 田 村 なつ江

同 須 田 勝

同 望 月 昭 治

同 山 内 崇 仁

同 田 邊 寛 治

同 田 中 猛 夫

同 髙 澤 幹



別紙

議員提出議案第２号

渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例

渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例（令和５年渋川市条例第４

３号）の一部を次のように改正する。

別表の改正規定を次のように改める。

別表を次のように改める。

別表（第２５条関係）

種 用途 量水器 基本料 従量料金（１立方メートルにつき）

別 口径 金（１ ８立方 ９～２ ２１～ ５１～ ２０１ ３，０

か月に メート ０立方 ５０立 ２００ ～３， ０１立

つき） ルまで メート 方メー 立方メ ０００ 方メー

ル トル ートル 立方メ トル以

ートル 上

専 一般 １３ミ １，１ ０円 １１０ １５０ １８０ ２３０ １６０

用 用 リメー ５０円 円 円 円 円 円

給 トル

水 ２０ミ １，２

装 リメー ００円

置 トル

２５ミ ２，５

リメー ００円

トル

３０ミ ３，６

リメー ００円

トル

４０ミ ６，４

リメー ００円

トル

５０ミ ９，７

リメー ００円

トル

７５ミ ２０，

リメー ８００

トル 円

１００ ３４，

ミリメ ０００

ートル 円

１５０ ６７，

ミリメ ０００



ートル 円

臨時 一般用に同じ １立方メートルにつき ３６０円

用

私設消 演習用 使用時間１栓１０分につき ６００円

火栓 火災時使用 無料

備考

１ 「一般用」とは、臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。

２ 「臨時用」とは、工事用、一時用その他臨時の用に水道を使用す

る場合をいう。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

物価高騰の渦中における水道料金の大幅な値上げは、市民生活に大きな負

担となるため、現在の内部留保を増やすのではなく、概ね現状維持が可能な

値上とする。


